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＜家賃収入のある方は、固定資産税の納税通知書・

課税明細書の保存をおすすめします＞

所有不動産を賃貸し、不動産所得を申告する場合（※１）は、経費の一部とし

ての固定資産税等については、納税通知書・課税明細書から該当物件の税額を確

認することができます。

また、不動産所得を申告している方は、関係書類の保存が義務付けられていま

す（※２）。

納税通知書・課税明細書は、お手元に保存しておくことをおすすめします。

なお、課税明細書につきましては、納税通知書に同封して送付しておりますの

で予めご承知おきください。

※１ 不動産所得の申告については、所管の税務署にお尋ねください。

※２ 保存すべき書類や保存期間は、法人・個人、白色申告・青色申告などで異

なりますので、所管の税務署にお尋ねください。
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